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序章 小田原市空家等対策計画改定の背景、目的等 

１ 背景と目的 

空き家問題は、人口減少や超高齢社会の進展などにより、全国で表面化し、防災・防犯・環境・

衛生・地域の活性化・景観の保全などの面において、地域住民の生活に深刻な影響を及ぼしてい

ることから、国では、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全、

また空家等の活用を促進することを目的に、平成 27 年 5 月に「空家等対策の推進に関する特別

措置法（以下「法」という。）」を完全施行しました。 

また、令和 3 年 6 月には、これまでの地方公共団体の空家等対策の取組状況や要望等を踏ま

え、法の施行と併せて示した「空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的

な指針（以下「基本指針」という。）」及び「『特定空家等に対する措置』に関する適切な実施を図

るために必要な指針（ガイドライン）（以下「特定空家等ガイドライン」という。）」の一部を改正

し、空家等対策をより強力に推進するための方針を示しました。 

一方、総務省統計局が 5年ごとに実施している「住宅・土地統計調査」によると、本市の平成

30 年の空き家率は 14.4％となっており、全国の空き家率 13.6％と、神奈川県の空き家率

10.8％をともに上回っています。また、賃貸用、売却用、別荘用などを除き、目的なく放置され

る空家等となる可能性が高い「その他の住宅」の本市の空き家率は、2.8％（平成 20 年調査）

から 4.0％（平成 30 年調査）になっており、増加傾向となっています。 

本市においては、平成 28 年度の空家等実態調査を経て、平成 29年 3 月に、法に基づく「小

田原市空家等対策計画（以下、「本計画」という。）」を策定し、各取組を進めてきました。本計画

の計画期間が令和４年度で満了になることから、本計画の改定のため、令和 3 年度に、改めて市

内の空家等実態調査（現地調査及び所有者等へのアンケート調査）を実施しました。この令和 3

年度の実態調査の結果、本市において、空家等と思われる建物が 1,389棟（空家率 1.69％）あ

り、平成 28年度の調査で把握した 946 棟より 400 棟以上も多く確認されました。 

このことから、本市では、空家等の増加を抑制するため、「空き家化の予防」、「空家等の流通・

利活用の促進」、「空家等の適正管理の促進」を継続して取組方針として掲げ、これまでの空家等

対策での取組状況と令和３年度の実態調査をもとに、より実効性のある空家等対策を総合的に推

進するため、本計画における重点対象地区を定めるほか、各取組方針に係る具体的な施策の見直

し及び拡充を行います。 
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２ 「空家等」の定義 

本計画では、法第 2 条第 1 項の規定に基づき、建築物又はこれに付属する工作物であって居

住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着

する物を含む。）を「空家等」と定義します。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理す

るものは除きます。 

また、法第 2 条第 2 項の規定に基づき、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となる

おそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていない

ことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置する

ことが不適切である状態にあると認められる空家等を「特定空家等」と定義します。 

 

 

図 「空家等」の定義について  

空家等

建築物又はこれに附属する工作物であって

居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地

特定空家等

①放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

②著しく衛生上有害となるおそれのある状態

③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

法第2条第1項

法第2条第2項
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３ 空家等に関する国の動向 

 基本指針及び特定空家等ガイドラインの改正 

国は、法施行後の取組状況や地方公共団体からの要望等を踏まえ、空家等対策における空家等

の発生の抑制、利活用、除却等の取組を強力に推進するため、令和 3 年 6 月に基本指針及び特

定空家等ガイドラインの一部を改正しました。 

基本指針の改正のポイントとして、特定空家等の対象において、「将来著しく保安上危険又は

著しく衛生上有害な状態になることが予見される」空家等も対象に含める旨が記されたことや、

空家等の所有者等の所在を特定できない場合等において、民法上の財産管理制度を活用するため

に、市町村長が不在者財産管理人又は相続財産管理人の選任の申立てを行うことが考えられる旨

が記されたことが挙げられます。また、地方公共団体と民間事業者団体等との連携の一例として、

地域の空家等対策に取り組む NPO 等の団体を空家等対策協議会に加え、専門的な相談等につい

て連携した対応が考えられる旨が記されました。 

特定空家等ガイドラインの改正のポイントとして、空家等の所有者等の特定に係る調査手法、

国外居住者の調査方法及び所有者等を特定できない場合の措置についての具体的な方法や、災害

が発生し、又はまさに災害が発生しようとしている場合において、災害対策基本法に基づく応急

措置も考えられるなど、より具体的な空家等対策の手法が記されたことが挙げられます。また、

外見上はいわゆる長屋等であっても、それぞれの住戸が別個の建築物である場合には、法の対象

となる旨も記されました。 

 

【基本指針の改正のポイント】 

○特定空家等の対象には「将来著しく保安上危険又は著しく衛生上有害な状態になること

が予見される」空家等も含まれる旨を記載 

○所有者等の所在を特定できない場合等において、民法上の財産管理制度を活用するため

に、市町村長が不在者財産管理人又は相続財産管理人の選任の申立てを行うことが考え

られる旨を記載 

○地域の空家等対策に取り組むＮＰＯ等の団体について、協議会の構成員の例に加えると

ともに、専門的な相談について連携して対応することを記載 等 

 

【特定空家等ガイドラインの改正のポイント】 

○空家等の所有者等の特定に係る調査手法、国外居住者の調査方法及び所有者等を特定で

きない場合の措置について記載 

○災害が発生し、又はまさに災害が発生しようとしている場合は災害対策基本法に基づく措

置も考えられる旨を記載 

○外見上はいわゆる長屋等であっても、それぞれの住戸が別個の建築物である場合には、法

の対象となる旨を記載 
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 住生活基本計画（全国計画）の改定 

国は、「住生活基本法」に基づく令和の新たな時代における住宅政策の指針として、令和 3 年

3 月に、「住生活基本計画（全国計画）」を改定し、「①社会環境の変化」、「②居住者・コミュニテ

ィ」、「③住宅ストック・産業」の３つの視点から８つの目標を設定しました。 

空家等に関する基本的な施策は、「目標１『新たな日常』や DX の進展等に対応した新しい住

まい方の実現」と、「目標 7 空き家の状況に応じた適切な管理・除却・利活用の一体的推進」の

2 つの目標に関連して示されました。 

目標１では、空家等の既存住宅活用を重視することで、地方、郊外、複数地域での居住を推進

することが記され、目標７では、空家等の適切な管理の促進とともに、周辺の居住環境に悪影響

を及ぼす空家の除却や、立地・管理状況の良好な空家等の多様な利活用の推進に関する施策が記

されました。 

 

表 「住生活基本計画（全国計画）」における空家等に関する基本的な施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「住生活基本計画（全国計画）（概要）」（国土交通省） 

（https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001392091.pdf）を加工して作成 
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 民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法の成立 

国は、不動産登記簿を確認しても所有者がわからない土地、又は所有者はわかっていてもその

所在が不明で所有者に連絡がつかない土地、いわゆる「所有者不明土地」の問題を解消するため、

令和 3 年 4 月に「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国

庫への帰属に関する法律」を成立、公布しました。 

この２つの法律により、所有者不明土地等の発生予防と利用の円滑化を促進するため、相続登

記・住所変更登記の申請義務化や共有者不明の共有地の利用の円滑化などが進められることとな

り、また、法務大臣（法務局）による要件審査・承認のうえで、相続等により取得した土地所有

権を国庫に帰属できる制度（相続土地国庫帰属制度）が創設されました。 

 

表 民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法の概要 
  

 
 

資料：「民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法の概要」（法務省） 

（https://www.moj.go.jp/content/001375975.pdf）を加工して作成 
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４ 本計画の位置づけ 

本計画は、法第６条の規定に基づき、本市における空家等に関する基本的な対策を総合的かつ

計画的に推進するために策定するものであり、法第４条に定められている市町村の責務（空家等

対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措

置を適切に講ずるよう努めるもの）を果たすものです。 

また、本計画は、「第６次小田原市総合計画『2030 ロードマップ 1.0』」を上位計画として、

「小田原市都市計画マスタープラン」や、都市計画マスタープランの一部である「小田原市立地

適正化計画」、「小田原市景観計画」をはじめとする関連計画・条例と整合を図りながら、関連法・

指針等に即した本市の空家等対策の推進に向けた取組方針や具体的な施策等を示すものです。 
 

 
図 本計画の位置づけ 

 

  

小田原市国及び県

住生活基本計画

（全国計画）

小田原市空家等対策計画

神奈川県住生活

基本計画

整合

整合

小田原市景観計画等
各種計画

整合

関連

整合

空家等に関する施策を総合的

かつ計画的に実施するための

基本的な指針

住生活基本計画

（全国計画）

小田原市空家等対策計画

神奈川県

住生活基本計画

根拠

整合

小田原市都市計画マスタープラン

小田原市景観計画等
各種計画

関連

住生活基本法

根拠 整合

第６次小田原市総合計画

「2030ロードマップ1.0」

「特定空家等に対する措置」に

関する適切な実施を図るために

必要な指針（ガイドライン）

空家等対策の推進に

関する特別措置法

小田原市立地適正化計画

都市計画マスタープランの一部
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５ 上位・関連計画における空家等対策の位置づけ 

 第６次小田原市総合計画「2030ロードマップ 1.0」 

令和 4 年 3月に策定した「第 6 次小田原市総合計画」では、2030 年に達成すべき 3 つのま

ちづくりの目標として、「生活の質の向上」、「地域経済の好循環」、「豊かな環境の継承」を定め、

「世界が憧れるまち“小田原”」の実現に向けた施策を推進していくこととしています。 

空家等対策に関連した内容として、「重点施策７ まちづくり」のうち、「住宅ストック活用の促

進」において、空き家化の予防、適正管理の促進を図るとともに、利活用可能な住宅ストックの

市場流通を促進するため、不動産事業者と連携した空き家バンクの運営や不動産情報の周知など

に取り組むものとし、住宅セーフティネットとしての活用など、民間の住宅ストックの活用も検

討するものとしています。 

 

 小田原市都市計画マスタープラン 

令和４年度に改定した「小田原市都市計画マスタープラン」では、住環境整備の方針のうちの

一つに、「空き地・空き家等の低未利用地への対応」を定め、住環境の悪化に繋がる管理不全の空

家等の増加を抑止するため、本計画に基づき、空家等対策を総合的に進めることとしています。 

また、住宅ストック活用の促進においては、利活用可能な住宅ストックの市場流通を促進する

ため、不動産団体と連携した空き家バンクの運用や不動産情報の発信などに努めるものとしてい

ます。 

 

 小田原市景観計画 

本市では、歴史ある「小田原のまち」をさらに美しく、快適で個性豊かな都市に育て、次代に

引き継いでいくため、景観計画区域を本市全域に設定した「小田原市景観計画」を平成 17 年 12

月に策定（平成 21年 5 月変更）しています。 

景観計画においては、市域全域における景観形成に当たって、下に示す 3つの理念のもと、地

域ごとに本市の良好な景観形成に当たっての貴重な財産（豊かな自然環境や歴史的・文化的遺産

など）を守り、育て、活かすことにより、市民はもとより来訪者に対しても良好な景観の形成を

進めることとしています。 
 

【景観計画における３つの理念】 

①豊かな自然環境と調和した潤いとやすらぎのある景観の形成 

②歴史的、文化的資源を活用した落ち着きと風格がある景観の形成 

③活性化を促進する快適で魅力的な景観の形成 

 

また、本市の有する貴重な特色が象徴的に現れ、良好な景観の形成が特に必要とされる区域を

景観計画重点区域として設定し、良好な景観形成を図っています。この景観計画重点区域の名称

及び地区の概況は次のページに示します。  
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図表 本市の景観計画重点区域（拠点型重点区域）  

小田城周辺地区 

国道 1 号本町・南町地区 

小田原駅周辺地区 
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第１章 本市の空家等を取り巻く現状と課題 

１ 人口及び世帯 

 人口及び世帯数の推移 

令和４年 10 月 1 日時点の本市の人口は 187,347 人となっており、ピーク時の平成 11 年

の 200,692 人（各年 10 月 1 日時点の比較）から 13,345 人減少しています。 

一方で、令和 4 年 10月 1 日時点の世帯数は 83,701 世帯で増加傾向にあり、平成 5 年 10

月 1 日の 65,060世帯と比較すると、約 1.29倍に増加しています。 

 

 

図 人口及び世帯数の推移 

資料：神奈川県人口統計調査 

※各年 10月１日の人口及び世帯数  

 

 

 

 

 

  

197,460 200,329 199,290 198,698 196,073 191,181 187,347

65,060 70,087 73,588 77,266 79,656 81,087 83,701

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

平成5年 平成10年 平成15年 平成20年 平成25年 平成30年 令和4年

（人、世帯）

人口（人） 世帯数（世帯）
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 年齢別人口の推移 

本市の年齢 3 区分別の人口構成をみると、年少人口（0～14 歳）、生産年齢人口（15～64 歳）

はともに減少傾向で、老年人口（65歳以上）のみ増加傾向となっています。令和 4年 1 月 1日

現在の老年人口の割合は 3 割程度となっています。 

 

表 年齢別人口の推移 

 
資料： 神奈川県年齢別人口統計調査 

 ※各年１月１日の人口（年齢不詳除く） 

 

 

図 年齢別の人口比率の推移 

資料： 神奈川県年齢別人口統計調査 

 ※各年１月１日の人口（年齢不詳除く） 

 

  

平成15年 平成20年 平成25年 平成30年 令和４年

0～14歳（人） 28,200 26,415 24,377 21,893 20,114

15～64歳（人） 134,941 129,300 122,170 113,027 107,847

65歳以上（人） 36,416 42,992 49,442 55,973 56,835

14.1% 13.3% 12.4% 11.5% 10.9%

67.6% 65.1%
62.3%

59.2% 58.4%

18.3% 21.6% 25.3% 29.3% 30.7%
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 高齢者世帯の状況 

令和 2 年の国勢調査をみると、本市の 65 歳以上の単独世帯と、夫婦ともに 65 歳以上の夫婦

のみの世帯は、ともに県全体における割合よりも若干高くなっていることがわかります。 

また、本市の持ち家に住んでいる 65歳以上の単独世帯と、夫婦ともに 65 歳以上の夫婦のみ

の世帯を合わせると、持ち家に住んでいる全世帯の 4 分の１を超えていることがわかります。 

 

表 高齢者世帯の状況（持ち家に住んでいる世帯） 

 

資料：令和２年国勢調査（総務省統計局） 

 

 

図 高齢者世帯の状況（持ち家に住んでいる世帯） 

資料：令和２年国勢調査（総務省統計局） 

 

  

世帯数
（世帯）

65歳以上の
単独世帯（世帯）

夫婦ともに65歳以上の
夫婦のみの世帯（世帯）

33,729,416 4,435,064 5,163,382

100.0% 13.1% 15.3%

2,469,754 289,937 361,234

100.0% 11.7% 14.6%

51,520 6,517 8,044

100.0% 12.6% 15.6%

全  国

神奈川県

小田原市

13.1%

11.7%

12.6%

15.3%

14.6%

15.6%

71.6%

73.7%

71.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全国

神奈川県

小田原市

持ち家に住んでいる６５歳以上の単独世帯

持ち家に住んでいる夫婦ともに６５歳以上の夫婦のみの世帯

持ち家に住んでいるその他の世帯
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 将来推計人口 

本市の総人口は、平成 11（1999）年の 200,692 人（各年 10 月 1 日比較）をピークに減

少傾向となっており、平成 30 年に国立社会保障・人口問題研究所で推計された推計人口では

2045 年には 146,484 人まで減少するとみられています。 

年齢 3 区分別の人口構成（推計）をみると、年少人口（0 歳～14 歳）と生産年齢人口（15

歳～64 歳）がともに減少し、老年人口（65 歳以上）が増加する傾向が進行するとみられてお

り、本市における高齢化がさらに進展すると予測されています。 

 

 

図 将来推計人口 

出典：「小田原市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン（最新版）」 

※1971.4.1 橘町合併 

※1971～2019年：「市統計月報」 

※2020年以降：「人口動向分析・将来人口推計のための基礎データ「将来推計」 

（令和元年度推計）」国立社会保障・人口問題研究所 

※各年１０月１日現在、年齢別人口は年齢不詳除く 
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２ 「住宅・土地統計調査」（総務省統計局）に基づく空き家の現状 

 「住宅・土地統計調査」の概要及び「空き家」の定義 

「住宅・土地統計調査」は、総務省統計局が５年ごとに実施しているもので、国内の住宅とそ

こに居住する世帯の居住状況、世帯の保有する土地等の現状と推移を明らかにする調査です。 

この調査から、全国市区町村の住宅や空き家等に関する調査結果をみることができます。 

「住宅・土地統計調査」における空き家の種類は次のとおりです。 

 

 

 

（補足説明）【本計画で対象とする空家等の種類】 

本計画で対象とする空家等の種類は、法第 2条第 1項に規定する「空家等」のうち、戸建

て及び一棟の住戸全てが空き住戸である共同住宅とします。 

なお、長屋住宅については、外見上はいわゆる長屋等であっても、隣接する住戸との界壁

が二重となっているなど、それぞれの住戸が別個の建築物である場合は対象とします。 
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 空き家率の状況（全国・県との比較） 

平成 30 年調査時点における本市の空き家数は 13,350 戸となっており、平成 5 年調査時点

から 7,670 戸増加しています。 

また、平成 30年調査時点での本市の空き家率 14.4％は、全国の空き家率 13.6％、神奈川県

の空き家率 10.8％よりも高くなっています。本市と県全体とで、住宅数及び空き家率を比較す

ると、平成 5 年から平成 30 年までの本市の住宅数の増加率は県全体より低い（市：約 1.35倍、

県：約 1.47倍）一方で、空き家率は県全体よりも 3pt 以上高くなっています。 

 

図 住宅数、空き家数（小田原市）及び空き家率（国、神奈川県、小田原市）の推移 

資料：「住宅・土地統計調査」（総務省統計局） 

 

図 住宅数、空き家数（神奈川県）及び空き家率（国、神奈川県、小田原市）の推移 

資料：「住宅・土地統計調査」（総務省統計局）  

平成5年 平成10年 平成15年 平成20年 平成25年 平成30年

住宅数（戸） 68,830 76,620 79,930 84,420 91,630 92,880

空き家数（戸） 5,680 8,310 10,260 10,070 12,770 13,350

空き家率【市】 8.3% 10.8% 12.8% 11.9% 13.9% 14.4%

空き家率【県】 8.8% 10.2% 10.4% 10.5% 11.2% 10.8%

空き家率【国】 9.8% 11.5% 12.2% 13.1% 13.5% 13.6%
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空き家率【市】 8.3% 10.8% 12.8% 11.9% 13.9% 14.4%

空き家率【県】 8.8% 10.2% 10.4% 10.5% 11.2% 10.8%

空き家率【国】 9.8% 11.5% 12.2% 13.1% 13.5% 13.6%
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 住宅の種類別空き家の推移及び内訳 

「住宅・土地統計調査」における住宅の分類のうち、「その他の住宅」は、「二次的住宅（別荘、

その他）」、「賃貸用の住宅」、「売却用の住宅」以外の人が住んでいない住宅をいい、管理不全のま

ま目的なく放置される空家等となる可能性が高い住宅と考えられます。本市における「その他の

住宅」の空き家数及び割合は増加傾向にあり、平成 30 年調査において、その占める割合は空き

家数全体の 4 分の 1 を超えています。 

 

図 住宅の種類別空き家数の推移 

資料：「住宅・土地統計調査」（総務省統計局） 

 

 

図 住宅の種類別空き家数の割合の推移 

資料：「住宅・土地統計調査」（総務省統計局）  

平成20年 平成25年 平成30年

二次的住宅（戸） 340 470 700

賃貸用の住宅（戸） 7,000 8,910 8,550

売却用の住宅（戸） 350 230 410

その他の住宅（戸） 2,380 3,170 3,690
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 県内における「その他の住宅」の空き家率の推移及び他市町との比較 

神奈川県内の「その他の住宅」数は年々増加しており、平成 30 年調査では、空き家総数に占

める割合が 3 割程度となっています。 

また、平成 30年調査における本市の住宅総数に対する「その他住宅」の空き家率は 4.0％と

なっており、県内で比較すると、中央から少し高めに位置しています。 

 

 

図 神奈川県の空き家総数及び「その他の住宅」の空き家率 

資料：「住宅・土地統計調査」（総務省統計局） 

 

 

図 神奈川県内市町別の「その他の住宅」の空き家率（平成 30年調査） 

資料：「平成３０年住宅・土地統計調査」（総務省統計局）  
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３ 「空家等実態調査（令和３年度調査）」に基づく空家等の現状 

①市内の空家等の数量及び割合 

令和 3 年度に実施した実態調査の結果、本市における空家等の実態数量（推定）は、1,389 棟

となりました。これは、現地調査によって空家等の可能性があるとして抽出した建物（1,698棟）

から、所有者等へのアンケート調査で「居住している又は年 1 回以上の頻度で使用している」と

回答があった建物（309 棟）を除いた数量としています。 

また、住宅地図データ（令和 3 年度購入）における市全体の建物数量（82,326 棟）を用いて

算出した市全体の空家率は 1.69％という結果になりました。分布は以下のとおりです。 
 

【本市における空家等実態数量の考え方】 

Ａ.現地調査時、「空家等（空き家の可能性がある）」と判定した建物（1,698棟） 

Ｂ.アンケート調査時、「居住している又は年 1回以上の頻度で使用している」と回答 

 があった建物（309棟） 

Ｃ.本市における空家等（1,389棟）（Ａ－Ｂ）（アンケート調査票の未返送等を含む。） 

なお、実態調査時の対象は、「空家等のうち戸建て並びに一棟の住戸全てが空き住戸

である長屋住宅及び共同住宅」としています。 
 

 
図 市内における空家等の分布  
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②区域区分別の空家等の数量及び割合 

①に示した本市における空家等を、都市計画の区域区分別に集計すると、市街化区域内の空家

等は 1,233 棟、市街化調整区域内の空家等は 156 棟となっており、約 9 割の空家等が市街化

区域内に存在していることがわかります。また、市街化区域内の空家率（1.90％）と、市街化調

整区域内の空家率（0.89％）とを比較すると、約 1％ポイントの差があることがわかります。 

 

 
図 空家等の分布（区域区分との重ね） 

 

表 空家等の区域区分別集計表 

 
  

区域区分  空家等棟数（棟） 構成比 建物棟数（棟） 空家率

市街化区域 1,233 89% 64,726 1.90%

市街化調整区域 156 11% 17,600 0.89%

合計（市全体） 1,389 100% 82,326 1.69%
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③景観法に基づく拠点型重点区域（周辺）における空家等の状況 

本市では、景観計画において、「小田原城周辺地区」、「小田原駅周辺地区」、「国道 1 号本町・

南町地区」を拠点型重点区域として定め、良好な景観の形成を図っています（本計画 7,８ページ

参照）。 

①に示した本市における空家等を、この拠点型重点区域と重ねてみると、小田原城周辺地区内

に 2 棟、国道 1 号本町・南町地区内に 9 棟の空家等が存在していることがわかります。また、

拠点型重点区域周辺にも空家等が複数存在していることがわかります。 
 

 
図 空家等の分布（景観計画における拠点型重点区域との重ね） 

 

 

  

小田城周辺地区 

国道 1 号本町・南町地区 

小田原駅周辺地区 
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④町丁目別の空家等の数量及び割合 

①に示した本市における空家等を、町丁目別に集計すると、久野が 68 棟で最も多く、続いて、

飯泉の 49 棟、蓮正寺の 35 棟、飯田岡の 33棟、本町 3丁目と前川の 32 棟の順に多くなって

います。空家率では、南町 4 丁目が 8.64％で最も高く、続いて、本町 3 丁目の 8.60%、浜町

3 丁目の 6.42%、国府津 5 丁目の 6.41％、国府津 1 丁目の 5.36%の順に多くなっています。 

 

表 町丁目別の空家等数量及び割合（１） 

 

町丁目名
建物棟数

（棟）

空家等

（棟）
空家率 町丁目名

建物棟数

（棟）

空家等

（棟）
空家率

緑四丁目 8 ー ー 水之尾 99 1 1.01%

城山一丁目 588 18 3.06% 早川 1,460 1 0.07%

城山二丁目 508 20 3.94% 早川一丁目 209 2 0.96%

城山三丁目 483 17 3.52% 早川二丁目 228 5 2.19%

城山四丁目 375 7 1.87% 早川三丁目 441 4 0.91%

扇町一丁目 865 14 1.62% 下堀 547 6 1.10%

扇町二丁目 756 17 2.25% 中里 1,703 22 1.29%

扇町三丁目 382 8 2.09% 矢作 685 10 1.46%

扇町四丁目 108 2 1.85% 鴨宮 2,273 24 1.06%

扇町五丁目 613 13 2.12% 上新田 196 1 0.51%

扇町六丁目 45 ー ー 中新田 115 ー ー

十字二丁目 0 ー ー 下新田 160 2 1.25%

十字四丁目 39 2 5.13% 曽比 2,177 20 0.92%

荻窪 1,448 11 0.76% 栢山 3,049 19 0.62%

谷津 40 1 2.50% 飯泉 2,282 49 2.15%

池上 65 ー ー 成田 1,686 21 1.25%

井細田 41 ー ー 桑原 631 1 0.16%

多古 300 13 4.33% 別堀 329 1 0.30%

蓮正寺 2,188 35 1.60% 高田 1,106 10 0.90%

中曽根 828 13 1.57% 千代 1,653 21 1.27%

飯田岡 1,952 33 1.69% 永塚 549 3 0.55%

堀之内 965 21 2.18% 東大友 113 ー ー

柳新田 290 4 1.38% 西大友 397 2 0.50%

小台 682 10 1.47% 延清 294 1 0.34%

新屋 686 11 1.60% 曽我原 603 11 1.82%

府川 656 8 1.22% 曽我谷津 619 12 1.94%

北ノ窪 771 13 1.69% 曽我別所 622 8 1.29%

清水新田 409 2 0.49% 曽我岸 265 4 1.51%

穴部 660 5 0.76% 国府津 2,286 12 0.52%

穴部新田 168 1 0.60% 国府津一丁目 168 9 5.36%

久野 5,132 68 1.33% 国府津二丁目 256 8 3.13%

板橋 1,697 9 0.53% 国府津三丁目 221 10 4.52%

南板橋二丁目 146 1 0.68% 国府津四丁目 152 3 1.97%

風祭 707 13 1.84% 国府津五丁目 281 18 6.41%

入生田 467 10 2.14% 田島 1,373 17 1.24%
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表 町丁目別の空家等数量及び割合（２） 

 

 

  

町丁目名
建物棟数

（棟）

空家等

（棟）
空家率 町丁目名

建物棟数

（棟）

空家等

（棟）
空家率

酒匂 287 ー ー 城内 98 ー ー

酒匂一丁目 642 18 2.80% 南町一丁目 291 7 2.41%

酒匂二丁目 1,030 23 2.23% 南町二丁目 242 12 4.96%

酒匂三丁目 276 2 0.72% 南町三丁目 449 16 3.56%

酒匂四丁目 354 10 2.82% 南町四丁目 301 26 8.64%

酒匂五丁目 516 13 2.52% 寿町一丁目 370 14 3.78%

酒匂六丁目 191 2 1.05% 寿町二丁目 185 5 2.70%

酒匂七丁目 50 ー ー 寿町三丁目 320 10 3.13%

小八幡 44 ー ー 寿町四丁目 464 13 2.80%

小八幡一丁目 456 11 2.41% 寿町五丁目 415 11 2.65%

小八幡二丁目 556 15 2.70% 東町一丁目 652 23 3.53%

小八幡三丁目 448 17 3.79% 東町二丁目 225 7 3.11%

小八幡四丁目 278 9 3.24% 東町三丁目 519 16 3.08%

石橋 352 7 1.99% 東町四丁目 255 9 3.53%

米神 528 3 0.57% 東町五丁目 344 8 2.33%

根府川 833 8 0.96% 南鴨宮一丁目 446 3 0.67%

江之浦 439 11 2.51% 南鴨宮二丁目 652 9 1.38%

上曽我 846 7 0.83% 南鴨宮三丁目 618 9 1.46%

下大井 485 2 0.41% 西酒匂一丁目 199 4 2.01%

鬼柳 562 ー ー 西酒匂二丁目 168 4 2.38%

曽我大沢 194 1 0.52% 西酒匂三丁目 154 1 0.65%

栄町一丁目 396 5 1.26% 曽我光海 168 3 1.79%

栄町二丁目 478 10 2.09% 東ケ丘 5 ー ー

栄町三丁目 378 16 4.23% 川匂 ー ー ー

栄町四丁目 323 13 4.02% 前川 1,610 32 1.99%

中町一丁目 296 6 2.03% 羽根尾 325 5 1.54%

中町二丁目 346 12 3.47% 中村原 1,204 17 1.41%

中町三丁目 287 7 2.44% 上町 264 2 0.76%

浜町一丁目 408 19 4.66% 小船 542 2 0.37%

浜町二丁目 338 18 5.33% 山西 85 ー ー

浜町三丁目 405 26 6.42% 沼代 361 2 0.55%

浜町四丁目 503 22 4.37% 小竹 1,365 13 0.95%

本町一丁目 229 5 2.18%

本町二丁目 271 9 3.32%

本町三丁目 372 32 8.60%

本町四丁目 337 9 2.67%

合計

(市全体)
82,326 1,389 1.69%
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⑤自治会連合会区別の空家等の数量 

①に示した本市における空家等を、自治会連合会区別に集計すると、酒匂・小八幡が 129 棟

で最も多く、続いて、富水の 86 棟、足柄の 78棟、東富水と豊川の 71棟の順に多くなってい

ます。 

 

図 自治会連合会区割図 

 

表 自治会連合会区別の空家等数量 

  

自治会

連合会名

 空家等

（棟）

自治会

連合会名

 空家等

（棟）

自治会

連合会名

 空家等

（棟）

自治会

連合会名

 空家等

（棟）

万年 51 大窪 50 橘北 37 幸 61

上府中 38 富水 86 片浦 29 桜井 38

下府中 65 山王網一色 60 緑 37 前羽 45

久野 68 新玉 56 芦子 63 足柄 78

二川 54 早川 12 豊川 71 富士見 21

十字 53 曽我 10 酒匂・小八幡 129

国府津 68 東富水 71 下曽我 38

合計

(市全体)
1,389
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⑥所有者等アンケート調査の集計結果（抜粋） 

所有者等アンケート調査の回答結果から、「空家等である」と判定できたものが 274 件（314

棟）あり、これらの回答を集計することにより、本市における空家等の建物現況や所有者等の属

性・意向等の傾向がわかります。 

以降には、特に本市の空家等対策に係る課題に関連する集計結果を抜粋します。 

なお、令和３年度実施の所有者等アンケート調査結果全体は巻末の資料編に掲載します。 

 

■当該建物について 

問.建物の所有者の方の年齢について教えてください。（○は１つ） 

 
図 「建物の所有者の方の年齢」に関する問の回答数及び割合 

 

問.建物が建築された時期はいつですか。（○は１つ） 

 
図 「建物が建築された時期」に関する問の回答数及び割合  

１．39歳未満, 2件, 0.7%

２．40～59歳未満, 

34件, 12.5%

３．60～79歳未満, 

142件, 51.8%

４．80歳以上, 

51件, 18.6%

５．死亡している, 

23件, 8.4%

６．わからない, 5件, 1.8%

無回答, 17件, 6.2%

１．昭和25年以前,

16件, 5.8%

２．昭和26年

～45年, 

85件, 31.0%

３．昭和46年～55年, 

72件, 26.3%

４．昭和56年以降, 

52件, 19.0%

５．わからない, 

31件, 11.3%

無回答, 18件, 6.6%

60 歳以上が 

70%超 

昭和 55 年以前が 

60%超 
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■建物の現在の状況について 

問.建物は現在どのような状況ですか。（○は１つ） 

 
図 「建物の現在の状況」に関する問の回答数及び割合 

 

■維持管理の状況について 

問.建物又は敷地の維持管理はどのようにしていますか。（○は１つ） 

 

図 「建物又は敷地の維持管理」に関する問の回答数及び割合 
 

問.維持管理を行っていない理由を教えてください。（○は１つ） 

※上の問で「維持管理を行っていない」を選択した方のみ 

 

図 「維持管理を行っていない理由」に関する問の回答数及び割合  

１．現在でも

住める状態, 

75件, 27.4%

２．一部改修すれば

住める状態, 

103件, 37.6%

３．住める状態

ではない, 

57件, 20.8%

無回答, 

39件, 14.2%

１．所有者又は家族や親族

で見回り点検している, 

200件, 73.0%
２．建物の近所の

人に見回り点検を

お願いしている,

4件, 1.5%

３．専門管理業者

などに委託して

行っている,

11件, 4.0%

４．維持管理を

行っていない, 

25件, 9.1%

５．その他, 12件, 4.4% 無回答, 22件, 8.0%

１．遠方に住んでおり、

維持管理ができない, 

7件, 28.0%

２．費用の問題で維持

管理ができない, 

7件, 28.0%

３．高齢や身体が不自由なため、

維持管理ができない, 1件, 4.0%

５．その他, 

5件, 20.0%

無回答, 

5件, 20.0%

「現在でも住める」 

「一部改修で住める」 

を合わせると 65% 

「所有者又は家族や親族で 

見回り点検している」 

が最も多く 70％超 

「維持管理を行っていない」 

が一定数あり（約９％） 

「費用の問題」 

「遠方に住んでいる」 

を合わせると 50％超 
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■空き家相談に関して 

問.建物について、不動産業者など専門性を有した方に相談したことがありますか。（○は１つ）  

 
図 「不動産業者など専門性を有した方への相談」に関する問の回答数及び割合 

 
問.相談しない理由は何ですか。（○は１つ） ※上の問で「していない」を選択した方のみ 

 

図 「相談しない理由」に関する問の回答数及び割合 

 

■空き家の問題解決のために必要な制度について 

問.空き家の所有者向けの支援として、どのような制度が必要だと思いますか。 

（あてはまる項目全てに○） 
 

表 「必要だと思う空き家の所有者向けの支援」に関する問の回答数 

選択項目 回答数 

１．修繕・管理に詳しい建築・不動産に関する専門家の紹介制度 59 件 

２．資金繰りに詳しい金融・不動産に関する専門家の紹介制度 42 件 

３．片付け業者の紹介制度 76 件 

４．建物の耐震性、老朽化による危険性診断の支援制度 18 件 

５．修繕や建替え費用の助成制度 70 件 

６．取壊し費用の助成制度 148 件 

７．空き家を活用・斡旋する制度 74 件 

８．巡回パトロールの実施 47 件 

９．公的機関等による活用制度 55 件 

10．必要と思われる制度はない 7 件 
  

１．したことがある

（している）, 

122件, 44.6%

２．しようとしている,

25件, 9.1%

３．していない, 

94件, 34.3%

無回答, 33件, 12.0%

１．困っていない, 

46件, 48.9%

２．面倒に感じる, 

6件, 6.4%

３．どこに相談すれば

よいかわからない, 

9件, 9.6%

４．物件として

価値がないと

思っている,

11件, 11.7%

５．相談すること

に不安を感じる,

2件, 2.1%

６．その他, 

15件, 16.0%

無回答, 5件, 5.3%

「相談をしていない」 

が 30％超 

「困っていない」 

最も多く約 49％ 

「相談することが不安」

「相談先がわからない」 

も一定数あり 



 

26 

 

４ 空家等の利活用の可能性評価 

本市では、令和 3年度に実施した空家等実態調査の結果をもとに、各空家等がもつ利活用の可

能性を評価し、本市の空家等がもつ利活用ポテンシャルを全体的に俯瞰し把握するとともに、個

別の空家等対策に向けた基礎資料を整理しています。 

本市における利活用の可能性評価の区分は、「①利活用」、「②修繕活用」、「③管理不全」の 3

段階としており、評価項目として、現地調査における利活用度・老朽度現状の調査項目や、所有

者等アンケート調査における建物の老朽化等現況、建築年等の設問の選択肢を利用し、各評価項

目に本市独自の評点を設定の上、評点の合計により判定・区分しています。 

 

 
 

【「①利活用」とは】 

建物の外観的な不良がない、又は少なく、敷地周辺を含めて管理された状態に

あり、ほぼそのままの状態で利活用が可能と思われるもの。 

 

【「②修繕活用」とは】 

建物に外観的な不良があるが、建物の修繕や敷地周辺の改善等により、利活用

が可能な状態になると思われるもの。 

 

【「③管理不全」とは】 

建物の外観的な不良が目立つ、敷地周辺の庭木・雑草の繁茂や敷地内の山積物

などが周辺の住環境に影響を与える可能性が高いなど、大規模の修繕や建替え、

除却が必要と思われ、法における「特定空家等」の候補となる可能性が高いもの。 

 

図 本市における空家等の利活用可能性の評価方法（概要） 

 

 

 

 

 

①利活用 ②修繕活用 ③管理不全

現地調査…利活用度・老朽度現状の調査項目 （外観目視調査できた範囲）

所有者等アンケート調査…建築年、老朽化等の現状に関する回答 （返送有り）

各項目に定めた評点の合計値により、以下の利活用の可能性を判定・区分
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なお、評価の対象は、現地調査結果で抽出した建物ののうち、所有者等アンケート調査で「居

住している又は年 1 回以上の頻度で使用している」と回答があった建物を除く 1,389 棟としま

した。本市における空家等の利活用可能性の評価結果は以下のとおりです。 

 

  

図 本市における空家等の利活用可能性の評価結果 

 

 

  

①利活用

739棟

53.2%
②修繕活用

562棟

40.5%

③管理不全

88棟

6.3%
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５ 空家等に関する相談受付状況 

近隣住民、自治会、所有者等から本市に寄せられる、空家等に関する新規の相談・苦情件数は、

平成 27 年 5 月の法の全面施行から令和 3 年までの約７年の間で、継続対応中物件に対する相

談・苦情件数を除き、年平均 55 件程度となっています。 

 

図 新規相談件数の推移（継続対応中物件を除く） 

 

６ 「小田原市空き家バンク」での対応状況 

本市では、平成 27 年 3 月から「小田原市空き家バンク」を実施しており、令和 4 年 7 月ま

での成約数は 9 件（空き家バンク登録物件に対し、市へ利活用の申し込みがあったもの）となっ

ています。また、不動産会社等による成約（空き家バンクへの登録と並行して不動産会社等によ

り利活用希望者が見つかったもの）は 12 件で、計 21 件となっています。 

 

図 小田原市空き家バンクのしくみ 

57
52
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小田原市空き家バンク

小田原市

物件情報の紹介・ホームページ掲載

（小田原市 都市政策課）

空き家を

売りたい方

貸したい方

（所有者）

空き家を

買いたい方

借りたい方

(利用希望者)

利用希望

不動産関係団体

（公社）神奈川県宅地建物取引業協会小田原支部

（公社）全日本不動産協会神奈川県本部湘南支部

（いずれかの支部に属する会員・不動産事業者）

仲介

登録

仲介

連携
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７ 空家等対策に係る課題 

 発生予防に関する事項 

総務省統計局が実施した令和２年国勢調査をみると、本市の 65 歳以上の単独世帯と、夫婦と

もに 65 歳以上の夫婦のみの世帯を合わせると、約 14,500 世帯となっており、本市の持ち家

に住んでいる全世帯の 25％を超えていることがわかります（本計画 11ページ参照）。 

また、国土交通省が実施した令和元年空き家所有者実態調査では、所有者の約半数が「相続」

により住宅を取得したと回答しています（下図参照）。 
 

（参考）【住宅を取得した経緯】 

 
資料：令和元年空き家所有者実態調査（国土交通省住宅局） 

 

これらの状況を踏まえると、今後、本市においても相続問題、息子・娘世帯への引っ越し、高

齢者向け施設への入所等を理由に空家等が発生し、増加していくことが懸念されます。 

よって、本市では、空き家化を予防するため、家屋等の所有者に対して、所有する家屋等を空

家等にしないことの重要性を周知・啓発することが必要です。特に、相続等を起因とした空家等

の発生を防ぐため、高齢者に対する周知・啓発においては、複数の場所（施設）・手法による多角

的なアプローチを検討して、所有者等が自ら考えて行動に移すことができるように、支援体制を

構築し、継続して取り組んでいくことが必要です。 
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 流通・利活用に関する事項 

本市が実施した令和３年度空家等実態調査における利活用の可能性評価では、空家等のうち、

ほぼそのまま利活用が可能と思われる空家等が 739棟（53.2％）で、修繕により利活用が可能

と思われる空家等が 562 棟（40.5％）あると評価しました（本計画 27 ページ参照）。また、

同調査における所有者等へのアンケート調査において、「現在でも住める状態」が 27％、「一部

改修すれば住める状態」が 38％と回答しています（本計画 24ページ参照）。このように利活用

が可能な空家等が多数存在すると思われますが、不動産業者など専門性を有した方に相談を「し

ていない」との回答は 34％となっています。また、相談していない理由においては、「困ってい

ない」が 49％と回答している一方で、「物件として価値がないと思っている」、「どこに相談すれ

ばよいかわからない」、「面倒に感じる」、「相談することに不安を感じる」、「その他」の具体的な

理由を回答しています（本計画 25 ページ参照）。 

また、同アンケート調査内、空家等の問題解決のために必要な所有者向けの支援・制度に関す

る問（複数回答可）では、「空き家を活用・斡旋する制度」、「修繕・管理に詳しい建築・不動産に

関する専門家の紹介制度」、「公的機関等による活用制度」など利活用に係る制度の必要性が求め

られています（本計画 25 ページ参照）。 

これらの結果から、市内には、中古住宅市場への流通や改修等による利活用の可能性がある空

家等が数多く存在するなか、所有者等が生活面や金銭面等で急を要する困りごとがなく、積極的

に流通・利活用されずに空家等になっている場合や、空家等に関する具体的な困りごとがあるも

のの、相談先が不明・不信、相談自体が面倒などの理由から、相談ができないまま空家等になっ

ている場合などがあり、これらの複数の事情が絡み合い、流通・利活用が積極的に進んでいない

ことがわかります。また、市内の空家等の所有者等は、具体的な相談・依頼等に対して、信頼で

きる相談先・事業者等とのマッチング支援を期待しており、除却等を行う上での金銭面での問題

を抱えていることがわかります。 

これらの状況を踏まえると、今後、流通・利活用に消極的な所有者が増加することによって、

放置され管理不全となる空家等が市内に散在し、増加する懸念があります。 

よって、本市では、空家等の流通・利活用を促進するため、各空家等がもつ事情や所有者等が

抱える問題等に対して、より専門的な視点からの助言や支援等を行うことができ、所有者等が気

軽に・安心して相談できる体制の構築と、所有者等と事業者間のマッチングの支援の両方を推進

する必要があり、併せて新たな取組・制度等の周知・啓発を行うことも必要です。 
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 適正管理に関する事項 

本市が実施した令和３年度空家等実態調査における利活用の可能性評価では、空家等のうち、

88 棟（6.3％）を管理不全（と思われる）と評価しました（本計画 27ページ参照）。 

同調査における所有者等アンケート調査において、建物の所有者の年齢 60 歳以上が 70％を

超えており（本計画 23ページ参照）、今後、空家等が適切に管理されないことが危惧されます。 

空家等の維持管理の現状については、「所有者又は家族や親族で見回り点検している」が 73％

と回答しているほか、「専門管理業者などに委託して行っている」、「建物の近所の人に見回り点

検をお願いしている」、「その他」の回答を合わせると、全体の 83％となっています（本計画 24

ページ参照）。 

一方で、全体の約１割が空家等の「維持管理を行っていない」と回答しており、維持管理をし

ていない理由の約半数が「遠方に住んでおり、維持管理ができない」又は「費用の問題で維持管

理ができない」と回答しています（本計画 24 ページ参照）。 

これらの結果から、本市では、空家等の維持管理の頻度に差があるものの、何らかの形で定期

的に見回り点検が行われているものが多く存在している一方で、維持管理を全く行わない、管理

不全となっている空家等が一定数存在していることがわかります。 

また、維持管理をしていない理由を踏まえると、今後、所有者等が空家等から遠く離れて生活

することになった場合や、維持管理費用の負担ができなくなった場合は、これらが契機となって

空家等が放置され、管理不全となることが懸念されます。 

一般的に、相続等により所有権の移転が行われた場合には、所有者等の意向によって維持管理

方法が大きく変わる可能性があり、中でも相続放棄がなされた場合は、相続財産管理人が決定す

るまでの間において、財産管理義務がある方による維持管理が果たされない場合が多いという問

題もあります。 

よって、本市では、空家等の適正管理を促進するため、把握する各空家等の現況に合わせて、

適正な維持管理が行われているかを定期的にモニタリングするほか、法令遵守の上で、庁内にお

ける空家等に関わる情報を共有し、すでに管理不全である空家等や管理不全になることが予見さ

れる空家等については、所有者等に対して各空家等の現況に即した維持管理を促すことが必要で

す。 

また、空家等の現況、所有者等の事情によっては、シルバー人材による見回り等事業を紹介す

るなど、所有者等と地域の方々・事業者等が協力して適正管理を行うための支援を行い、併せて

取組・制度等の周知・啓発を行うことも必要です。 

さらに、除却等に関する助成制度の導入については、本市の空家等の発生状況や維持管理状況

等を継続して確認、把握の上で、所有者等の倫理感の欠如、規律が失われないように、要件等を

慎重に検討する必要があります。 
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第２章 本市の空家等対策に関する基本的な方針等 

１ 基本理念 

法第３条には、空家等の所有者又は管理者は、空家等の適切な管理に努めるものとされており、

空家等の管理責任は第一義的にその所有者等にあることから、自らの責任により的確に対応する

ことが前提となっています。 

しかしながら、第一次計画（平成 29年度～令和４年度）と比較して、本市においても管理不

全の空家等が増加しているなかで、各空家等がもつ問題の要因はひとくくりにはできず、複雑で

多様になっています。 

このことから、空家等の所有者等が、空家等の管理などの責務を果たす「意識」を高め、問題

の解消に向けた行動に移せるように、引き続き周知・啓発が重要です。また、関連分野における

専門性を有する事業者等や、空家等の周辺に居住する地域住民の方との「協力」も必要です。 

さらに、行政は、これら市内の空家等の状況を適切にモニタリングした上で、法・制度の動向

を踏まえ、空家等の所有者等や関係者に対する「支援」及び体制の構築を行い、取組を拡充して

いくことが必要です。 

そこで、本市では、総合計画における「世界が憧れるまち“小田原”」を実現するため、「豊か

な環境の継承」を土台に、「生活の質の向上」、「地域経済の好循環」、の具現化に向けて、その一

翼を担う空家等対策のさらなる推進のため、所有者等が「意識」して、事業者等や地域住民の方

と「協力」しながら、問題の解消に向かって行動できるよう、行政として適切な「支援」を推進

することを基本理念として掲げます。 
 

 

図 空家等対策における基本理念と総合計画との関係  

小田原市空家等対策における基本理念

空家等の所有者等

管理等の責務を果たす【意識】

事業者等、地域住民

所有者等との【協力】
行政

所有者等や関係者への【支援】

「世界が憧れるまち“小田原”」の実現

「まちづくりの目標」の達成に向けて、基本理念に基づき空家等対策を推進
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２ 基本方針 

本市の空家等対策では、前のページに示した基本理念に基づき、以下に示す「空き家化の予防」、

「空家等の流通・利活用の促進」、「空家等の適正管理の促進」の３つを基本方針に定め、具体的

な施策を実施します。 

 
図 空家等対策における基本方針 

３ 対象とする区域 

本計画の対象とする区域は、市内

全域とします。 

また、「小田原市景観計画」（平成

１７年１２月策定、平成２１年５月

変更）で「拠点型重点区域」に設定

している小田原城周辺地区、小田原

駅周辺地区、国道１号本町・南町地

区については、空家等対策において

も、重点的に良好な地域環境の保全

を図るため、重点対象地区としま

す。 

図 重点対象地区位置図 

資料：「小田原市景観計画」 

（平成 17年 12月策定、平成 21年 5月変更） 

  

流通可能な空家等

利用中

空家等が地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼさないために、適切に管

理されるよう必要な措置を講じます。

また、空家等の状態やその周辺の生活環境への悪影響の程度などを総合的

に勘案し、所有者等に対して指導、勧告、命令などを行います。

空家等を資源として捉え、その利活用を促進するため、情報の収集、整理

その他の必要な措置を講じます。

管理不全

空家等の適正管理の促進

空家等の流通・利活用の促進

空家等問題が発生し深刻化すると、対策が困難になることから、空家等を

発生させないため、空き家化の予防に必要な措置を講じます。

空き家化の予防

小田原駅周辺地区 

小田城周辺地区 

国道 1 号 

本町・南町地区 
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４ 対象とする空家等の種類 

本計画で対象とする空家等の種類は、法第 2 条第 1 項に規定する「空家等」のうち、戸建て

並びに一棟の住戸全てが空住戸である共同住宅とします。 

なお、長屋住宅については、外見上はいわゆる長屋等であっても、隣接する住戸との界壁が二

重となっているなど、それぞれの住戸が別個の建築物である場合は対象とします。 

 

５ 計画の期間 

計画期間は、第６次小田原市総合計画「2030 ロードマップ 1.0」（令和４年度～令和１２年

度）と連動させ、令和５年度から令和１２年度までの８年間とします。なお、計画は、国・県の

空家等対策の動向や社会・経済情勢等の変化を踏まえ、適宜見直しを図るものとします。 
 

 

図 本計画の期間及び上位・関連計画との関係性 

 

６ 計画の目標 

本計画の推進による効果を測定するため、目標指標を設定し、進捗状況を把握します。 

指標については、３つの基本方針に基づき、「空家等の流通・利活用の促進」に関する指標「市

に登録された住宅ストックの利活用件数」と、「空き家化の予防」及び「空家等の適正管理の促進」

に関する指標「実態調査における管理不全空き家の件数」の２つを定めます。 

 

表 本市における目標指標 

指標 
基準値 

（令和３年度） 

目標値 

（令和 12 年度） 

市に登録された住宅ストック

の利活用件数 
2 件 １２件 

実態調査における 

管理不全空き家の件数 
88 件 ４０件 

  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年度
　　　計画名

R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
R13
以降

第６次小田原市総合計画
「2030ロードマップ 1.0」

小田原市都市計画マスタープラン

小田原市空家等対策計画

R24まで
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第３章 空家等対策の具体的な施策 

１ 具体的な施策の体系 

本市では、各基本方針（３つの柱）に基づき、関連する具体的な施策を推進します。関連する

具体的な施策の体系図は以下のとおりです。 

 
図 具体的な施策の体系図  

流通可能な空家等 管理不全

空き家化の予防 空家等の流通・利活用の促進 空家等の適正管理の促進

空家等所有者、固定資産税等納税者への周知、啓発

空家等の状態

基本方針

具体的な施策

実施体制

1

出前講座や空き家相談会などによる普及啓発活動

専門家団体等との連携・空家等対策協議会・協議会小委員会

庁内組織 普及啓発部会：資産税課、地域政策課、福祉政策課、高齢介護課

適正管理部会：環境保護課、建築指導課、土木管理課、消防本部予防課

利用中

２

３

４

空き家相談窓口（ワンストップ窓口）制度による支援５

６

自治会や民生委員と連携した普及啓発活動

耐震補強等助成事業の促進

空家等に関する情報のデータベースの整備、活用７

８

９ シルバー人材センターの空家等管理業務の活用促進

既存住宅の流通促進10

セーフティネット住宅の登録の促進11

12 特定空家等に対する法に基づく措置の実施

13 建築基準法、消防法、道路法等の関係法令に基づく措置の実施

空家等財産処分の促進14

条例化の検討

15

市街化調整区域の規制緩和の検討

17 管理不全の空家等の除却促進

18 重点対象地区における良好な景観及び住環境の維持

19

高齢者支援機関等と連携した普及啓発活動

空家等評価の実施、活用

空家等情報サイトの活用

16

20 空き店舗等利活用促進事業費補助金の実施

21 小田原暮らしの情報発信
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■住宅のリースバック 

住宅のリースバックとは、住宅を売却して現金を得て、

売却後は毎月賃料を支払うことで、住んでいた住宅に引き

続き住むというサービスです。 

売買と賃貸借それぞれの契約内容について、十分に理解

した上で契約を進めることが必要です。 

 

資料:「住宅のリースバックに関するガイドブック」(国土交通省） 

(https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001489269.pdf)を加工して作成 

２ 施策の展開 

本市では、空家等による防犯や衛生など周辺環境の悪化を抑制するため、「空き家化の予防」、

「空家等の流通・利活用の促進」、「空家等の適正管理の促進」を継続して基本方針として掲げ、

各基本方針に横断的な具体的施策を位置づけることにより、実効性のある取組を進めてまいりま

す。 

また、施策の実施に当たっては、庁内連携の推進及び専門家団体等と一丸となった実施体制に

より、多角的な視点から施策を展開し、空家等対策を総合的に進めてまいります。 

以降に、各施策における具体的な取組を示します。 

 

 

 

【具体的な取組】 

・納税通知書に同封する「固定資産税・都市計画税のしおり」を活用し、空家等に関する情報

を周知・啓発 

・市広報紙、ホームページを活用し、空き家化の予防、空家等の流通・利活用、空家等の適正

管理を周知・啓発 

・民間と連携したリーフレット（マチレット）を作成し、空家等に関する情報を周知・啓発 

・○新空家等所有者に対して、空き家相談窓口制度（ワンストップ窓口）を周知 

・○新民間事業者が実施する住宅のリースバック※の周知・啓発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【具体的な取組】 

・きらめき出前講座を通じて、空家等対策を自治会や地域サークル等へ普及啓発 

・公益社団法人かながわ住まいまちづくり協会と連携し、市民向けセミナーや相談会等を通じ

空家等対策を普及啓発 

・おだわら市民学校と連携し、カリキュラムを通じ空家等対策を普及啓発 

予防 利活用 適正管理 

予防 利活用 適正管理 
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【具体的な取組】 

・自治会、民生委員と連携し、高齢者向けの情報提供や相談会等を通じ、空家等対策を普及啓

発 

・○新啓発チラシを新たに作成し、自治会に配布 

 

 

 

【具体的な取組】 

・○新地域包括支援センター等と連携し、高齢者向けの情報提供や相談会等を通じ、空家等対策

を普及啓発 

 

 

 

【具体的な取組】 

・○新空家等所有者からの「利活用（売買・賃貸）」などの相談にワンストップで対応する相談

窓口により、空家等所有者を支援 

・○新利活用に係る問題解決に向けた必要な助言・提案等を受けるため、宅地建物取引業協会、

全日本不動産協会をはじめ、建築士会、建築士事務所協会、土地家屋調査士会などとの連携

による相談体制の整備 

・○新相続に関する情報提供や周知・啓発に努めるとともに、所有者個別の事情に応えられるよ

う、司法書士会、行政書士会との連携による相談体制の整備 

 

 

図 空き家相談窓口（ワンストップ窓口）のイメージ  

相談者（所有者・親族等） 空き家相談窓口（ワンストップ窓口）

（小田原市都市政策課-空き家相談員）

窓口事業協力事業者・専門家

（神奈川県宅地建物取引業協会小田原支部）

（全日本不動産協会神奈川県本部湘南支部）

（神奈川県司法書士会小田原支部）

（神奈川県行政書士会小田原支部）

（神奈川県土地家屋調査士会県西支部）

など

専門家による詳細調査

問題解決のための提案

小
田
原
市
空
き
家
バ
ン
ク

連携

条
件
確
認
、
一
部
登
録

一部有料

相談無料

予防 利活用 適正管理 

予防 利活用 

予防 利活用 
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■公益社団法人 小田原市シルバー人材センター 電話番号 ０４６５-４９-２３３３ 

【空家等管理業務のご案内】 

〇基本プラン 

・空家等の現状確認（建物の外観・敷地内の状況確認、写真撮影及び報告） 

○ オプションプラン 

・除草、屋外清掃 

・木の剪定、伐採 

・その他、センターが受託できる一般作業 

 

 

【具体的な取組】 

・昭和 56 年以前の住宅の耐震化を促進するため、耐震診断、耐震補強等に係る費用の一部を助成  

・○新昭和 56年以前の空家等の除却に対する補助制度の拡充 

 

 

 

【具体的な取組】 

・令和３年度空家等実態調査に基づく空家等に関する情報をデータベースに登録し、一元管理 

・○新データベースを関係所管で共有し、空家等対策に活用 

 

 

 

【具体的な取組】 

・○新アンケート調査を整理・統計した上で、利活用の可能性、除却等の必要性を加味した評価

基準を適宜見直し 

・○新実態調査において実施した空家等評価において、「利活用」、「修繕利用」と判定した空家

等所有者に、市場流通に向けた市への相談を促すダイレクトメールの送付 

・○新実態調査において実施した空家等評価において、「管理不全」と判定した空家等所有者に、

適正管理、除却等を促すダイレクトメールの送付 

 

 

 

【具体的な取組】 

・空家等所有者による自主的な管理を促進するため、シルバー人材センターが行う「空家等管

理業務」等の情報を周知、啓発 

 

 

 

 

 

 

 

 

適正管理 

利活用 適正管理 

適正管理 

予防 利活用 適正管理 
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■安心Ｒ住宅 

「安心Ｒ住宅」とは、これまでの既存住宅（中古住宅）のマイナスイメージを払拭するため、

一定の条件を満たした住宅の広告に、国が商標登録したロゴマークを付けて、物件選びに役立つ

情報を消費者の皆さまへ分かりやすく提供する仕組みです。 

■セーフティネット住宅 

新たな住宅セーフティネット制度における住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度におい

て、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として登録された住宅のことを言います。 

 

 

【具体的な取組】 

・○新空家等所有者に対し、市場価格を提示する不動産無料診断制度により、市場流通へ乗せる

ためのきっかけ作りを支援 

・○新空家等対策協議会内に、住宅ストック活用小委員会を設置し、具体的な空家等対策を実

施、検討 

・○新「安心Ｒ住宅※」の周知、啓発 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【具体的な取組】 

・○新高齢者や障がい者等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅登録制度について、空

家等所有者や不動産事業者等に対し周知・啓発 

 

 

 

 
 

 

 

 

【具体的な取組】 

・管理不全な空家等が法に規定する特定空家等に該当する場合は、法第 14 条各項に基づく措

置を実施し、所有者等に対して状態の改善を促す 

・空家等対策協議会において、案件ごとの状況に応じた具体的な解決方法を検討し、助言・提

案などにより所有者等を支援 

・○新将来著しく保安上有害になることが予見される空家等、周辺への悪影響が顕在化する前に

早期に法による措置を実施できるよう「小田原市特定空家等判断基準」の見直し 

・○新所有者等の調査に当たり、電気・ガス・水道等供給事業者の保有情報や郵便転送情報、関

係行政機関の保有情報の活用に向け、各事業者等との連携体制を構築 

  

予防 利活用 

適正管理 

利活用 
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図 特定空家等に対する措置フロー  

空家等の把握 （市民等からの情報提供、所有者等からの相談対応など）

特定空家等候補の審査

特定空家等の認定

経
過
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察
及
び
予
防
・
適
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管
理
・
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等
に
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協
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【
法
第
7
条
】

特定空家等の対象と判断する場合

財

産

管

理

人

制

度

の

活

用

特定空家等の対象ではないと判断する場合

小田原市特定空家等判断基準に該当する場合

特定空家等に該当するおそれがある場合、

近隣の住民等への影響が大きいと考えられる場合

立入調査 【法第９条】

空家等の実態調査 （外観目視調査等）

所有者等を確知できる場合 過失がなく

所有者等が

確知できない場合

助言又は指導

【法14条第1項】

改善されない場合

勧告

【法14条第２項】

正当な理由がなく

措置が講じられなかった場合

命令

【法14条第３項】

措置が履行されなかった場合

代執行

【法14条第９項】

略式代執行

【法14条第10項】

小田原市特定空家等判断基準に該当しない場合

特定空家等に該当するおそれがない場合、影響が小さいと考えられる場合

諮問

答申

諮問

答申

報告

報告

報告

確知できた

所有者等に

措置を講ずる

権原がない場合

諮問

答申

庁内決定会議
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【具体的な取組】 

・○新管理不全な状態の空家等が、現に著しく保安上危険な建築物である場合や、敷地内に火災

予防上著しく不適切な物件が放置されている場合、立木等が道路に倒壊している場合など、

関連法令に基づく措置を必要に応じ実施 

 

 

 

【具体的な取組】 

・○新空家等所有者に対し、家財道具を処分する補助制度の創設により市場流通へ乗せるための

きっかけ作りを支援 

 

 

 

【具体的な取組】 

・空家等所有者と利活用希望者とをマッチングさせる「小田原市空き家バンク」を市のホーム

ページのサイトで展開し、小田原の魅力を生かした不動産情報を発信 

・県西空き家バンク連絡会（宅建協会、小田原市、湯河原町、真鶴町）で公民連携により不動

産情報を発信（家さが見～かながわ県西うみまち物件ナビ～） 

 

 

図 小田原市空き家バンクのしくみ（再掲） 

  

小田原市空き家バンク

小田原市

物件情報の紹介・ホームページ掲載

（小田原市 都市政策課）

空き家を

売りたい方

貸したい方

（所有者）

空き家を

買いたい方

借りたい方

(利用希望者)

利用希望

不動産関係団体

（公社）神奈川県宅地建物取引業協会小田原支部

（公社）全日本不動産協会神奈川県本部湘南支部

（いずれかの支部に属する会員・不動産事業者）

仲介

登録

仲介

連携

適正管理 

利活用 適正管理 

利活用 
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■小田原市空き家バンクについて 

〇空き家バンクについて（市ホームページ抜粋） 

 

 

（詳細）小田原市ホームページ「空き家バンク」 

https://www.city.odawara.kanagawa.jp/lifeevent/residence/unoccupied-house/ 

 

〇空き家バンク物件一覧について（市ホームページ抜粋） 

 

 

（詳細）小田原市ホームページ「空き家バンク物件一覧」 

https://www.city.odawara.kanagawa.jp/lifeevent/residence/unoccupied-house/rent.html 
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■「家さが見～かながわ県西うみまち物件ナビ～」（ホームページ抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（詳細）「家さが見～かながわ県西うみまち物件ナビ～」ホームページ 

https://ie-sagami.jp/ 
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【具体的な取組】 

・○新市街化調整区域の住宅の利活用を促進するため、手続きの簡略化などの規制緩和について

検討 

 

 

 

【具体的な取組】 

・注意喚起の文書を定期的に送付するなど、きめ細やかな注意喚起を促す 

・○新市民相談における問題解決を図るため、借地人による除却に係る補助制度の創設について

検討 

・○新管理不全の空家等の解消を促すため、国の補助制度を活用した除却などに係る補助制度の

創設について検討 

 

 

 

【具体的な取組】 

・○新小田原市景観計画に定める景観計画重点区域のうち、拠点型重点区域を空家等対策の「重

点対象地区」とし、地域巡視や適正管理指導等をはじめ、モデル事業など重点的に支援 

 

 
図 重点対象地区位置図（再掲）  

利活用 適正管理 

適正管理 

予防 利活用 適正管理 

小田城周辺地区 

国道 1 号 

本町・南町地区 

小田原駅周辺地区 
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■空き店舗等利活用促進事業補助事業 

（詳細）小田原市ホームページ「空き店舗等利活用促進事業補助事業」 

https://www.city.odawara.kanagawa.jp/municipality/industry/urban/p32105.html 

 

 

■オダワラボ 

（詳細）小田原発、ライフスタイルを考えるメディア「オダワラボ」 

https://odawalab.com/ 

 

 

 

 

【具体的な取組】 

・基本方針に基づき、空き家化の予防、空家等の流通・利活用、空家等の適正管理に取り組む

中で、必要に応じて条例の制定について検討 

 

 

 

【具体的な取組】 

・事業者が出店する際の受け皿となり得る物件を増やし、魅力的な店舗の集積を図って商店街

に賑わいを創出するよう、設備の老朽化等を理由に貸し出されない空き店舗等の所有者に対

し、店舗として貸し出すため必要となる改修経費の一部を補助 

 併せて、この改修された物件へ出店する方に対し、早期に顧客を獲得し、経営の安定化が図

られるよう、開業当初に要する広告宣伝費の一部を補助 

 

 

 

 

 
 

 

【具体的な取組】 

・地域の住宅需要が喚起されるよう、プロモーションサイトや SNSなどにより、多くの人の興

味・関心につなげるため、小田原暮らしの情報や魅力を広く発信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

予防 利活用 適正管理 

利活用 

利活用 
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第４章 空家等対策の実施体制 

１ 空家等対策協議会 

本市では、計画を策定（改定）するため、法第７条に則し空家等対策協議会（以下「協議会」

という。）を設置しています。 

協議会では、計画の作成及び変更並びに空家等対策の取組実施に関する協議のほか、特定空家

等判断基準の作成、特定空家等の認定審査に関する協議も行います。 

 

表 小田原市空家等対策協議会委員構成（令和５年３月時点） 

分野 氏名 団体・組織等 

学識経験者 松下 啓一 （元）相模女子大学 

法務 白川 秀信 神奈川県弁護士会 

不動産 府川 勝 
神奈川県宅地建物取引業協会 

小田原支部 

不動産 矢部 眞澄 
全日本不動産協会神奈川県本部 

湘南支部 

建築 青木 一高 
神奈川県土地家屋調査士会 

県西支部 

建築 長谷川 匡 
神奈川県建築士事務所協会 

県西支部 

住民組織 関野 次男 小田原市自治会総連合 

福祉 下川 泉 
小田原市地区社会福祉協議会 

連絡協議会 

市町村長 守屋 輝彦 小田原市 
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２ 庁内の連携 

本市では、空家等対策の推進に当たって、都市政策課が総合的な窓口となり、施策及び取組内

容の種類に応じて関係部署と協力することで、問題の解決に努めます。 

また、庁内に「普及啓発部会」、「適正管理部会」を設置し、各分野において特に関連のある部

署が集まり、本市の空家等対策の推進のため、具体的な施策の実施における課題の共有、新たに

拡充すべき施策及び体制等の検討を行います。 

 

 

表 庁内連携図 

  

○○○○○○

流通可能な空家等 管理不全

空き家化の予防 空家等の流通・利活用の促進 空家等の適正管理の促進

利用中

普及啓発部会

都市政策課 総合窓口 （空家等情報の管理、関係各所との協議・調整等）

高齢介護課

資産税課

上記を含む庁内各課 基本方針に基づく具体的な施策の実施、課題・要望等の伝達

地域政策課

福祉政策課

○○○○○○

適正管理部会

建築指導課

土木管理課

消防本部 予防課

環境保護課
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３ 専門家団体との連携 

空家等対策の推進に当たって、空き家に関する問題は多様であり、専門性を要する場合がある

ため、より的確かつ迅速に問題に対応できるように、各専門家団体との協定の締結など、協力体

制の構築を進めてまいります。 

 

表 専門家団体との協定（令和５年３月時点） 

協定名 目的及び内容 協定先 

空家等の適正管理の推進に 

関する協定 

空家等が放置され管理不全な状態

になることを防止するため、空家

等の現状確認、除草・屋外清掃、木

の剪定・伐採などの実施 

公益社団法人 

小田原市 

シルバー人材センター 

小田原市における 

空き家等対策に関する協定書 

円滑な空家等の売買、賃貸借等の

促進及び空家等の対策を推進 

公益社団法人 

神奈川県 

宅地建物取引業協会 

小田原支部 

公益社団法人 

全日本不動産協会 

神奈川県本部 

湘南支部 

小田原市における 

空き家等対策に関する協定書 

地域に残る日本の伝統的建築であ

る古民家を次代に受け継ぐため、

古民家のインスペクションを始め

古民家等の再生、活用 

全国古民家再生協会 

神奈川県連合会 

一般社団法人 

古民家再生協会湘南 
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資料編 
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１ 小田原市空家等対策協議会 

 小田原市空家等対策協議会 規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、小田原市附属機関設置条例（昭和５４年小田原市条例第１号）第２条の規

定に基づき設置された小田原市空家等対策協議会（以下「協議会」という。）の組織、運営等に

関し必要な事項を定めるものとする。 

 （所掌事務） 

第２条 協議会は、小田原市空家等対策計画に関する事項につき、市長の諮問に応じて調査審議

し、その結果を報告し、及び必要と認める事項について意見を具申するものとする。 

（委員） 

第３条 協議会の委員（以下「委員」という。）は、次に掲げる者をもって充てる。 

 (1) 市長 

 (2) 住民組織の役員のうちから市長が委嘱する者 

 (3) 法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者のうちから市長が委嘱する者 

 (4) 前３号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者

の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

 （会長及び副会長） 

第４条 協議会に会長及び副会長１人を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理

する。 

４ 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。 

（秘密の保持） 

第５条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。

その職を退いた後も、また同様とする。 

 （庶務） 

第６条 協議会の事務は、都市部都市政策課において処理する。 

 （委任） 

第７条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮っ

て定める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和４年３月 31 日規則第２号） 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。（後略） 
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 小田原市空家等対策協議会 会則 

（会 議） 

第１条 小田原市空家等対策協議会（以下「協議会」という。）の会議は、会長が招集し、その議

長となる。 

２ 協議会は、委員の２分の１以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

 （関係者の出席） 

第２条 協議会において必要があると認めるときは、その会議に、議事に関係のある者の出席を

求め、その意見又は説明を聴くことができる。 

   附 則 

 この会則は、平成２８年７月１３日から施行する。 
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２ 小田原市空き家バンク実施要綱 

平成 27 年 3月 27 日 

改正 令和 4 年 4月 1日要綱第 56号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、小田原市における空き家の活用を通じて、定住促進等による地域の活性化を

図るため、空き家バンクの実施について必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 空き家 建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないこ

とを常態とするもの（近い将来に同様の状態になることが見込まれるものを含む。）及びその

敷地をいう。 

(2) 所有者等 空き家に関し所有権その他の権利の行使により当該空き家の売却、賃貸等を行う

ことができる者をいう。 

(3) 不動産取引 空き家について売買、賃貸借等を行うことをいう。 

(4) 空き家バンク 空き家の売却、賃貸等を希望する所有者等から申込みを受けた情報を、必要

に応じて公表を行うとともに、小田原市における空き家対策に関する協定を締結している者

（以下「不動産関係団体」という。）に対し、空き家の不動産取引の仲介等のために必要な情報

を提供する制度をいう。 

（適用上の注意） 

第３条 この要綱は、空き家バンクによる空き家の不動産取引以外の不動産取引を妨げるものでは

ない。 

（空き家等の登録申込み等） 

第４条 所有者等は、当該所有者等が所有する空き家を空き家バンクに登録しようとするときは、

空き家バンク登録申込書（様式第１号）及び空き家バンク登録カード（様式第２号。以下「登録

カード」という。）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による登録の申込みがあった場合は、その内容等を確認の上、適切である

と認めたときは、当該所有者等及び空き家等に関する事項を空き家バンク登録台帳（以下「登録

台帳」という。）に登録するものとする。 

３ 市長は、前項の規定による登録をしたときは、空き家バンク登録完了書（様式第３号）を当該

申込者に通知するものとする。 

４ 市長は、小田原市ホームページへの掲載、閲覧その他の方法により登録台帳に登録された空き

家等に関する情報（当該申込者が公表を希望しない事項を除く。）を公表することができる。 

（登録台帳の登録事項の変更の届出） 

第５条 前条第３項の規定による登録完了書の通知を受けた者（以下「登録者」という。）は、登録

台帳の登録事項に変更があったときは、空き家バンク登録変更届出書（様式第４号）に登録事項

の変更内容を記載した登録カードを添えて、市長に届け出なければならない。 
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（登録台帳の登録の取消し） 

第６条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録台帳の登録を削除する

とともに、空き家バンク登録取消通知書（様式第５号）により当該登録者に通知するものとする。 

(1) 当該空き家に係る所有権その他の権利に異動があったとき。 

(2) 登録から２年を経過したとき。 

(3) 空き家バンク登録取消し届出書（様式第６号）の提出があったとき。 

(4) その他登録台帳に登録されていることが不適当と市長が認めたとき。 

（登録台帳又は活用登録台帳に登録されていない空き家等の仲介等の申込み） 

第 7 条 登録台帳に登録せずに、不動産関係団体に対し、空き家等の不動産取引の仲介等のために

情報提供を希望する者（以下「仲介等希望者」という。）は、空き家バンク仲介等申込書（様式第

７号）を市長に提出しなければならない。 

（不動産関係団体との連携等） 

第８条 市長は、第４条又は前条の規定による申込みがあった場合は、これらの者に対し、空き家

の活用のために必要に応じて連絡調整等を行うとともに、不動産関係団体に対し、空き家の不動

産取引の仲介等のために必要な情報を提供するものとする。 

２ 前項の情報提供を受けた不動産関係団体は、空き家の不動産取引の仲介等の状況について、市

長へその内容を報告するものとする。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成 27 年３月 27 日から施行する。 

附 則（令和４年４月１日要綱第 56号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に改正前の小田原市空き家バンク実施要綱（以下「旧要綱」という。）第

７条の規定による登録がされているものについては、同条第２項の登録の日から２年を経過する

日までは、この要綱の施行後も、なおその効力を有する。 

３ 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧要綱第７条の規定による登録につい

ては、改正前の第７条から第９条までの規定の適用は、なお従前の例による。 
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■地理情報システム（GIS） 

位置に関する様々な情報を持ったデータを電子的な地図上で扱う情報システム技術のこと

をいいます。コンピュータ上で、位置に関する情報を持ったデータを総合的に管理・加工等

を行うことができます。 

３ 小田原市空家等実態調査（令和 3年度） 

本市では、令和 3 年度に、市内の空家等の所在やその状態を把握するため、水道の使用状況の

データや市民等から寄せられた相談・問合せ等を活用した実態調査を実施しました。 

実態調査では、机上調査により現地調査の対象を抽出した上で、空家等の可能性がある建物の

現地調査を行い、現地調査を踏まえて空家等と思われる建物の所有者等へのアンケート調査を実

施することで、当該建物の利用実態や今後の利用意向等を把握しました。 
 

 机上調査による現地調査対象の抽出 

机上調査では、県及び市が管理する水道の使用状況のデータから、使用休止又は年間の水道使

用量が０㎥であるものを絞り込み、当該所在地と住宅地図データとの突合により、現地調査対象

を抽出しました。 

また、本市に寄せられた市民等からの相談・問合せ等を管理している地理情報システムを確認

し、現地確認が必要な建物も現地調査対象としました。 

 

 

 

 

 
 

 現地調査の実施フロー及び抽出数量 

現地調査では、机上調査で抽出した調査対象 6,041 棟について、外観目視により調査を実施

しました。現地では、明らかに居住又は使用・除却等が確認された場合を除き、事前に作成した

「空家等現況調査票」にしたがって、聞き取り調査及び空家等判定項目の調査を実施しました。 

この調査結果に基づき、空家等の可能性について総合的な判断を行い、空家等の可能性がある

場合は、続いて建物の基礎情報を補完する調査、利活用度・老朽度現状の調査を行いました。 

 
図 現地調査の実施フロー及び抽出数量  

明らかに居住又は使用、除却等

基礎情報（建物の種類、構造等）の補完調査

利活用度・老朽度現状調査項目にしたがい調査

該当する

調査終了

空家等判定項目にしたがい調査

（聞き取りを含む総合判定）

空家等の可能性がある

建物の抽出（２）

空家等ではない

調査終了

補完調査

利活用度・老朽度

現状の調査

1,698棟

1,812棟

該当しない

空家等の可能性がある

建物の抽出（１）

現地調査対象：6,041棟

空家等の可能性

を確認
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図 調査項目一覧（空家等実態調査票） 
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 所有者等アンケート調査 

現地調査の結果及び所有者等の特定結果をもとに、空き家と思われる建物に関わる所有者等に

対してアンケート調査票を送付しました。 

本アンケート調査では、全体で 1,255 通の調査票を送付し、うち 569 通の回答があり、全

体のうち 42通は所有者等に対して調査票が到達しない結果となりました。よって、本アンケー

ト調査における回答率は、不達数量を考慮して 46.9％でした。 

 

表 アンケート調査票の送付数、回答数、回収率 

項目 数量 

アンケート調査-送付数 1,255通 

アンケート調査-回収数 569通 

アンケート調査-不達数 42通 

 回収率 （不達数を考慮） 46.9％ 

 

本アンケート調査の項目区分は、対象建物の老朽化等現況に関する項目「建物の現在の状況に

ついて」をはじめ、「維持管理の状況について」や「空き家の利用や運用について」など、以下の

項目の流れで設定しました。 

 

【アンケート調査項目区分】 

○当該建物について 

〇建物の現在の状況について 

〇空き家となった時期 

〇空き家となった理由 

〇維持管理の状況について 

〇空き家の利用や運用について 

〇空き家相談に関して 

〇空き家の問題解決のために必要な制度について 
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【所有者等アンケート調査の集計結果】 

所有者等アンケート調査において、「空家等である」と判定できるものが 274 件（314 棟）

あり、これらの回答を集計することで、本市における空家等の建物現況や所有者等の属性・意向

等の傾向をつかみました。各設問の集計結果は以下のとおりです。 

 

■当該建物について 

問１.建物の所有者について教えてください。（○は１つ） 

 

図 問１の回答数及び割合 

 

問 1-2.未登記の理由をお答えください。（○は１つ） 

※問 1 で「（変更未登記）」を含む項目を選択した方のみ 

 
図 問１－２の回答数及び割合  

１．自分が建物

の所有者である

（登記済）,

173件, 63.1%

２．自分が建物の所有者である

（変更未登記）, 22件, 8.0%

３．家族・親族が建物の

所有者である（登記済）, 

38件, 13.9%

４．家族・親族が建物の所有者

である（変更未登記）, 

10件, 3.7%

５．その他, 10件, 3.7%

無回答, 21件, 7.6%

１．相続が完了

していない, 

11件, 34.4%

２．名義変更しなく

ても困らない, 

5件, 15.6%

３．手続きが煩わしい, 

5件, 15.6%

４．費用の負担感

が大きい, 

1件, 3.1%

５．その他, 

8件, 25.0%

無回答, 2件, 6.3%
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問 2.建物の所有者の方の世帯について教えてください。（○は１つ） 

 
図 問２の回答数及び割合 

 

問 3.建物の所有者の方の年齢について教えてください。（○は１つ） 

 
図 問３の回答数及び割合  

１．単独世帯（ひとり暮らし）, 

54件, 19.7%

２．夫婦2人

のみの世帯, 

71件, 25.9%

３．親と子の

2世代の世帯, 

84件, 30.7%

４．親、

子、孫など

の3世代の

世帯, 

13件, 4.7%

５．わからない , 

3件, 1.1%

６．その他, 25件, 9.1%

無回答, 24件, 8.8%

１．39歳未満, 2件, 0.7%

２．40～59歳未満, 

34件, 12.5%

３．60～79歳未満, 

142件, 51.8%

４．80歳以上, 

51件, 18.6%

５．死亡している, 

23件, 8.4%

６．わからない, 5件, 1.8%

無回答, 17件, 6.2%
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問 4.建物が建築された時期はいつですか。（○は１つ） 

 
図 問４の回答数及び割合 

 

問 5.建物の「利用形態」は次のどれにあたりますか。（○は１つ） 

 

図 問５の回答数及び割合 

 

  

１．昭和25年以前,

16件, 5.8%

２．昭和26年

～45年, 

85件, 31.0%

３．昭和46年～55年, 

72件, 26.3%

４．昭和56年以降, 

52件, 19.0%

５．わからない, 

31件, 11.3%

無回答, 18件, 6.6%

１．買い手を探している, 

50件, 18.3％

２．借り手を

探している, 

35件, 12.8%

３．リフォーム・

建替え又は取壊し

予定のため利用し

ていない,

66件, 24.1%４．別荘やセカンドハウスなどとして利用, 3件, 1.1%

５．物置として利用, 

33件, 12.0%

６．転勤、入院

などで居住者が

長期不在, 

14件, 5.1%

７．その他, 

50件, 18.2%

無回答, 23件, 8.4%
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■建物の現在の状況について 

問６.建物は「現在どのような状況」ですか。（○は１つ） 

 

図 問６の回答数及び割合 

 

問 6-2.より具体的な状況について教えてください。（あてはまる項目全てに○） 

※問６で「２．一部改修すれば住める状態」又は「３．住める状態ではない」を選択した方のみ 

 

表 問６－２の回答数 

選択項目 回答数 

１．外壁の一部に破損、崩れがある 28件 

２．屋根の一部（瓦やトタン板等）に破損がある 38件 

３．塀や柵が道路側や隣の家側に傾いている 2件 

４．バルコニーや窓台、物干しのいずれかに破損がある 25件 

５．建物か土台が明らかに傾いている 2件 

６．窓ガラスが破損している 11件 

７．門扉が破損している 9件 

８．塀が破損している 5件 

９．台所、風呂、トイレが破損している 57件 

10．内壁、天井、床が破損している 50件 

11．建物にシロアリが住みついている 13件 

12．庭木、生垣、雑草が繁茂している 27件 

13．建物の外に物を積み上げている 4件 

14．わからない 14件 

15．その他 35件 

 

  

１．現在でも

住める状態, 

75件, 27.4%

２．一部改修すれば

住める状態, 

103件, 37.6%

３．住める状態

ではない, 

57件, 20.8%

無回答, 

39件, 14.2%
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■空き家となった時期 

問 7.建物を利用しなくなってから、どのくらい経ちますか。（○は１つ） 

 
図 問７の回答数及び割合 

 

■空き家となった理由 

問 8.建物が「空き家となった理由」は次のどれに該当しますか。（あてはまる項目全てに○） 

 

表 問８の回答数及び割合 

選択項目 回答数 

１．家庭・身体の事情 138件 

２．建物状況・法規制の事情 31件 

３．建物の資産運用・費用の事情 52件 

４．交通・目的施設までの距離の事情 12件 

５．住宅周辺環境の事情 8件 

６．その他 62件 

 

 

 

  

１．1年未満, 12件, 4.4%

２．１年～２年, 

41件, 15.0%

３．３年～５年, 

88件, 32.1%
４．６年～10年, 

55件, 20.1%

５．11年～20年, 

36件, 13.1%

６．21年以上, 

11件, 4.0%

７．わからない, 13件, 4.7%

無回答, 18件, 6.6%
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■維持管理の状況について 

問 9. 建物又は敷地の維持管理はどのようにしていますか。（○は１つ） 

 

図 問９の回答数及び割合 

 

問 9-2. 建物又は敷地の維持管理はどのくらいの頻度で行っていますか。（○は１つ） 

※問９で「４．維持管理を行っていない」以外の項目を選択した方のみ 

 

図 問９－２の回答数及び割合 

  

１．所有者又は家族や親族で

見回り点検している, 

200件, 73.0%２．建物の近所の

人に見回り点検を

お願いしている,

4件, 1.5%

３．専門管理業者

などに委託して

行っている,

11件, 4.0%

４．維持管理を

行っていない, 

25件, 9.1%

５．その他, 12件, 4.4% 無回答, 22件, 8.0%

１．週に１～数回程度, 

25件, 10.0%

２．月に１～

数回程度,

84件, 33.7%
３．年に１～数回程度, 

99件, 39.8%

４．数年に１回程度, 

4件, 1.6%

５．その他, 14件, 5.6%

無回答, 23件, 9.3%
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問 9-3.維持管理を行っていない理由を教えてください。（○は１つ） 

※問９で「４．維持管理を行っていない」を選択した方のみ 

 

図 問９－３の回答数及び割合 

 

■空き家の利用や運用について 

問 10.建物の利用について、今後５年程度の予定を教えてください。（あてはまる項目全てに○） 

 

表 問 10の回答数 

選択項目 回答数 

１．売却したい 90件 

２．賃貸住宅として貸し出したい 45件 

３．所有者自身で活用する予定 

 （リフォーム・建て替えて住む場合を含む） 

22件 

４．取り壊したい 79件 

５．セカンドハウスとして利用したい 5件 

６．現状のままにしておきたい 50件 

７．特に決めていない、不明 29件 

 

  

１．遠方に住んでおり、

維持管理ができない, 

7件, 28.0%

２．費用の問題で維持

管理ができない, 

7件, 28.0%

３．高齢や身体が不自由なため、

維持管理ができない, 1件, 4.0%

５．その他, 

5件, 20.0%

無回答, 

5件, 20.0%

４．権利者等が複数のため、 

維持管理が困難である, 0 件 
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問 10-2.取り壊した後の土地の利活用の予定はありますか。（○は１つ） 

※問 10 で「４．取り壊したい」を選択した方のみ 

 

図 問 10－２の回答数及び割合 

 

問 10-3.現状のままにしておく理由はなんですか。（○は１つ） 

※問 10 で「６．現状のままにしておきたい」を選択した方のみ 

 

図 問 10－３の回答数及び割合  

１．所有者自身で利用する,

6件, 7.6%

２．土地を

売却する, 

36件, 45.6%

３．土地を貸す, 

6件, 7.6%

４．そのまま資産

として保有する, 

9件, 11.4%

５．その他, 

19件, 24.0%

無回答, 3件, 3.8%

１．物置と

して必要, 

10件, 20.0%

３．将来、自分

や親族が使うか

もしれない, 

5件, 10.0%

４．資産として

保有し続けたい, 

3件, 6.0%

５．労力や手間

をかけたくない, 

3件, 6.0%

６．解体費用を

かけたくない,

3件, 6.0%

７．取り壊すと固定資産税

が高くなる, 7件, 14.0%

８．更地にして

も使い道がない, 

4件, 8.0%

９．特に困って

いない, 

5件, 10.0%

10．その他, 

8件, 16.0%

無回答, 2件, 4.0%
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■空き家相談に関して 

問 11.建物について、不動産業者など専門性を有した方に相談したことがありますか。 

（○は１つ） 

 

図 問 11の回答数及び割合 

 

問 11-2. 相談しない理由は何ですか。（○は１つ） 

※問 11 で「３．していない」を選択した方のみ 

 

図 問 11－２の回答数及び割合 

  

１．したことがある

（している）, 

122件, 44.6%

２．しようとしている,

25件, 9.1%

３．していない, 

94件, 34.3%

無回答, 33件, 12.0%

１．困っていない, 

46件, 48.9%

２．面倒に感じる, 

6件, 6.4%

３．どこに相談すれば

よいかわからない, 

9件, 9.6%

４．物件として

価値がないと

思っている,

11件, 11.7%

５．相談すること

に不安を感じる,

2件, 2.1%

６．その他, 

15件, 16.0%

無回答, 5件, 5.3%



 

66 

 

■空き家の問題解決のために必要な制度について 

問 12. 空き家の所有者向けの支援として、どのような制度が必要だと思いますか。 

（あてはまる項目全てに○） 

 

表 問 12の回答数 

選択項目 回答数 

１．修繕・管理に詳しい建築・不動産に関する専門家の紹介制度 59件 

２．資金繰りに詳しい金融・不動産に関する専門家の紹介制度 42件 

３．片付け業者の紹介制度 76件 

４．建物の耐震性、老朽化による危険性診断の支援制度 18件 

５．修繕や建替え費用の助成制度 70件 

６．取壊し費用の助成制度 148件 

７．空き家を活用・斡旋する制度 74件 

８．巡回パトロールの実施 47件 

９．公的機関等による活用制度 55件 

10．必要と思われる制度はない 7件 

 

 

 

 


